
設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助制度のご案内 

 

 地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進することにより、地球の温暖化防止と

木材関連事業の活性化を目指すため、下記のとおり薪や木質チップを燃料とした暖房機器の購

入設置費用を補助します。 

 

記 

１ 対象者 

町内に住宅、事業所、農業用施設または集会施設を所有する個人、法人または団体 

２ 対象機器 

薪、木質チップ、ペレットを主燃料として使用するストーブまたはボイラー 

３ 対象経費 

対象機器本体の購入費 

※ 設置工事費、煙突工事費、附帯設備費、運搬費その他機器本体以外に係る経費は対

象外となります。 

４ 補助金額 

対象経費の1/2以内（30万円を限度とします） 

５ 手続き方法 

  裏面のとおり 

６ 備考 

・ １棟につき１回利用することができます。 

・ 申込みが予算総額に達した場合は、受付を締め切ります。 

・ 設置した機器の使用状況等を調査させていただく場合があります。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 設楽町役場 企画ダム対策課 

   〒441-2301 設楽町田口字辻前14番地 

    電話 62-0514（ダイヤルイン） 



申請書（様式第１）に次の書類を添付して提出してください。

注）機器を購入設置する前に申請書の提出が必要です。

１ ．補助対象経費の内訳が明記された見積書の写し

　　　　　　　　　　　（申請者名義のもの）

２ ．設置工事を行う前の状態を撮影した写真

３ ．設置予定機器のカタログ

４ ．その他申請事項を確認するために必要な書類

注）交付決定通知書が届くまで機器は購入設置しないでください。

申請書の審査には１～２週間くらいかかります。

１ ．

２ ．

注）工事内容によっては、中間検査を実施する場合があります。

１ ．

２ ．領収書の写し（申請者名義のもの）

３ ．購入設置した後の状態を撮影した写真

設楽町木質バイオマスストーブ等購入費補助制度申請の手続き

補助金交付請求書（様式第７）を提出してください。補助金の振
込先口座は、申請者ご本人の金融機関口座に限ります。

工事完了の日から20日以内または令和4年3月31日のうち、いずれ
か早い期日までに実績報告書（様式第５）を添付書類を添えて提
出してください。

申請書を審査し、補助金の交付が決定しましたら「補助金交付決
定通知書」をお送りします。

工事内容など申請内容に変更または廃止などが生じた場合
は、その事実が生じた日から14日以内に交付変更申請書（様
式第３）と変更の場合は見積書等の必要書類を提出してくだ
さい。

審査の結果、補助金の額を変更したときは、交付変更決定通
知書により通知します。

担当職員が購入した機器の設置状況を確認します。実績報告書ど
おりであることが確認できれば、補助金の確定手続を行います。

補助対象経費の内訳、仕様等が確認できる書類の写し

①交付申請書
の提出

（購入年度の
４月1日から）

②補助金の
交付決定

③工事内容に
変更が生じ
たとき

④工事が完了
したら

⑤補助金の
確定

⑥補助金の
請求

⑦補助金の
支払い

問い合わせ先
設楽町役場 企画ダム対策課

〒441-2301 設楽町田口字辻前14番地
電話 62-0514（ダイヤルイン）

〔添付書類〕

〔添付書


